
中間市人権フェスティバル中間市人権フェスティバル
日 時▶2026年7月24日（金）12：30～18：00
会 場▶ユナイテッド・シネマなかま１６（プラザモールなかま内）

第11回

◆主催 ： 中間市・中間市教育委員会
◆共催 ： 福岡法務局北九州支局・北九州地域人権啓発活動ネットワーク協議会 中間市人権センター ☎093-245-3511お問い

合わせ

入場無料
手話有り

7月は同和問題啓発強調月間です。
中間市は、この強調月間にあわせて、人権フェスティバルを開催します。

【人権啓発作品展示】
小学生の人権ポスター、
中学生の人権標語を展示します。
人権の花運動の取組などを展示します。
展示期間／７月18日（土）～20日（月）
時　　間／10：00～16：00
展示会場／中間市人権センター　2階 研修室

定員200名 事前申込み（入場無料）

■申込み締切
　　　　 5月29日（金）必着
■上映会場
　ユナイテッド・シネマなかま１６　スクリーン１６
　中間市上蓮花寺３－１－１（プラザモールなかま内）

「人権作文発表会」 映画『橋のない川』

時間／12：30～13：30
会場／中間市人権センター
　　　2階 会議室

市内中高生が人権教育を学んで、
感じたことを発表します。

第２部は事前のお申込みが必要です

［監督］東　陽一

人権擁護委員が　　　で相談に応じます。

13：00～14：00

15：00～17：30

《 特 設 人 権 相 談 》

～ だれかのことではない みんなの人権 ～

第１部 第2部

無料

字幕入り 〈あらすじ〉
1871(明治4)年の解放令により
法制上の差別は撤廃された。
時は1908(明治41)年、幼い兄弟
は、父を戦争で失い、祖母と母に
たくましく育てられ、愛を知り、理
不尽な行為を受け、苦悩しながら
差別にあらがい、明治から大正時
代を人間の尊厳をかけて激しく
生き抜いて行く。
住井すゑ原作の1992年製作版。
（監督談）「差別のなかでかえって
ういういしい感受性をみがき、自
分の内部の温度を上げて自ら
《発光体のように光りはじめる
人々》が、情感ゆたかに描かれて
いる。私が描きたかったのは、ま
さにこの美しさにほかならない。」

要（応募者多数の場合は抽選）

上映会場アクセス

※申込み方法は
裏面参照

筑豊中間駅

東中間駅

筑豊
電鉄

通谷駅

JR中間駅

中間市役所
●

ロイヤルホスト●

ユナイテッド・シネマ
なかま16

●

旧市立病院●

令和８年

『橋のない川』（東陽一監督作品/製作：ガレリア・西友©｠1992Palabra)より



ご存知ですか？ 7月は
同和問題啓発強調月間です。
福岡県では、同和問題の解決を目指して、昭和５６年度から毎年７月を「同和問題啓発強調月間」と定め、差別をなくす

取組を展開しています。
部落差別は許されないものであるとした「部落差別の解消の推進に関する法律」が平成２８年１２月に施行されました。

この法律を受けて、福岡県では「福岡県部落差別の解消の推進に関する条例」（平成31年）が施行され、中間市でも、「中
間市部落差別をはじめあらゆる差別の解消の推進に関する条例」（平成31年）を施行しました。これは、部落差別をはじ
め、女性・高齢者・障がいのある人に対する差別、その他あらゆる差別や人権侵害をなくし、差別のない「人にやさしい、愛
のまちなかま」を実現することを目的としています。
現在もなお、部落差別をはじめ様々な差別は存在しています。インターネット上（SNSなど）での悪質な差別や、個人を

誹謗中傷する事案は後を絶ちません。
中間市では、市民のみなさまに、部落差別をはじめあらゆる差別について正しく捉えてもらえるように、様々な取り組

みを行っています。その一環として街頭啓発をはじめ、第11回中間市人権フェスティバル（詳細は裏面）を開催します。今
こそ、自分やまわりの人の人権を守り、差別のない誰もが安心して暮らせる「人にやさしい、愛のまちなかま」を目指して
いきましょう。

事前登録型本人通知制度をご存知ですか 人権擁護委員制度をご存知ですか
住民票・戸籍謄抄本は、本人以外（代理人や、正当な理
由がある第三者）に交付することが法律で認められてい
ます。この法律を悪用し、不正取得する事件が起こってい
ます。事前登録型本人通知制度は、本人以外に証明書を
交付した場合に、交付したことをお知らせするものです。

※登録は無料でできます。
詳しくは市民課（246-6239）にお問い合わせて
ください。

人権擁護委員は、みなさんからのご相談を受け、問題解
決のお手伝いや法務局と協力して人権侵害による被害か
ら救出する活動をしています。

特設人権相談（なやみごと相談）会を開催しています

●毎月1回　第2水曜日　13：30～15：30
●会　 場　中間市人権センター
　　　　　　　（岩瀬一丁目17-1　TEL 245-3511）
プライバシーは保護されますので、安心してご相談においでください。

主催：中間市・中間市教育委員会

みんなの「手」で　　　　　差別をなくそう

下記の記載事項❶～❺を記入のうえ、
jinkendanjyo@city.nakama.lg.jpまでお申し込みください。

申込専用フォームに記入し、093-245-3519までお申し込みください。

QRコードもしくは市ホームペ－ジからお申し込みください。

中間市人権センター内の申込専用Boxに
投函してください。

●FAX 

●インターネット 

よみがな

代表者名

申込方法
事前申込制
★5/29締切
（超過した場合は
抽選になります）

第２部申込み

FAX
投函用
専用申込フォーム

よみがな

名 同行者名
参加人数
（代表者含む）
最大2名まで

〒809-0011 中間市岩瀬１丁目17-1　 中間市人権センター内　専用Boxに投函ください。
※同行者名は、必ず本人から同意を得た上で、記入してください。

当てはまる場合は
✓チェックをつけてください □車いすでの来場

住　　所 （〒　　　-　　　　）

（ご自宅）

（携帯電話）
電話番号

宛先はすべて
中間市人権センター
（人権男女共同参画課）

です。

●電子メール

●申込専用Box投函

※定員（200名）超過の場合は、
　抽選になります。

電子メールでのお申し込みは、下記の❶～❺を記載してください。
❶「第１１回人権フェスティバル」　❷参加人数（代表者を含めた人数）＊同時申込は２名まで
❸代表者の氏名・氏名のよみがな・電話番号・住所　❹同行者の氏名・氏名のよみがな
❺車いすで来場希望の場合はその旨を明記

このQRコードをスマートフォンやタブレット等で読み込むと申込フォームのページに移ります。
市ホームページ→（URL）https://www.city.nakama.lg.jp/soshiki/10/7507.html

抽選の結果は、はがきの発送をもって代えさせていただきます。
当選された方は、送られてきたはがきを必ずご持参ください。
（受付、チケットの引換えの際に必要となります。）

〈 切 り 取 り 線 〉


